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火薬類の取扱いに関する保安教育講習の延期について（再要請） 

 

 ４月７日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条第１項の規定に基づく

「緊急事態宣言」が東京等の７都府県を対象として発令され、その後、対象地域は全国

に拡大し、５月４日には、同宣言が５月３１日まで延長することが決定しました。 

 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、クラスターが発生するおそれ

がある催物については、自粛の要請等を行うもの（ただし、特定警戒都道府県以外の特

定都道府県は、感染防止策を講じた上での比較的少人数のイベント等については、リス

クの態様に十分留意した上で適切に対応する）とされています。 

これを踏まえ、貴協会において火薬類の取扱いに関する保安教育講習の実施を予定さ

れている場合には、緊急事態措置を実施すべき期間中、引き続き、実施の延期を要請し

ます。 

また、講習の実施方法については、習熟度確認等を含めた自宅学習について、具体的な検

討を進めていただきますようお願いいたします。 

なお、本要請については、今後、状況の変化に応じ内容を変更する可能性があること

を申し添えます。 

 

 

 


